
 

 

 

 

 

介護予防活動普及展開事業 

都道府県向け手引き 

（Ver.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 

  



 

 

  



 

 

目 次 

市町村及び地域包括支援センターにおける立ち上げから実践までのフローチャート ................... 1 

はじめに ................................................................................................................................. 3 

第１章 本手引きの背景・目的 ......................................................................................... 5 

１ 介護予防のための地域ケア個別会議とは ................................................................ 5 

２ 介護予防のための地域ケア個別会議（以下、地域ケア会議）の実際 .................... 9 

第２章 地域ケア会議の立ち上げに関する市町村支援のための準備事項 ...................... 15 

１ 都道府県の役割・期待されること ......................................................................... 15 

２ 都道府県内や地域の関係者・関係団体との意識の共有 ........................................ 15 

３ 地域ケア会議の立ち上げ及び充実に関する市町村支援の内容 ............................. 17 

先行都道府県における取組 .................................................................................................. 28 

１ 大分県の事例.......................................................................................................... 29 

２ 山形県の事例.......................................................................................................... 38 

３ 埼玉県の事例.......................................................................................................... 47 

 



 

 

  



1 

 

市町村及び地域包括支援センターにおける立ち上げから実践までのフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・都道府県向け手引きのページ番号と一致しています。 

・・・市町村向け手引きのページ番号と一致しています。 



 

 

 

 



3 

 

はじめに 

 平成 28年度から実施している「介護予防活動普及展開事業（以下、本事業）」において、

自立支援・介護予防の観点から実施する地域ケア会議について、先行して実施している自治

体を参考にして、その考え方や実践手法を整理し取りまとめたのが、本手引きである。 

 

厚生労働省は、団塊の世代が 75歳以上になる 2025年（平成 37年）を目途に、高齢者が

重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう、各地域で、「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「生活支援」が包括的

に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進している。 

 

特に「介護予防」は、要介護状態の軽減や悪化の防止だけでなく、高齢者が地域で自立し

た生活がおくれるようにすることを目的としており、これらは、「高齢者本人の自己実現」、

「高齢者が生きがいを持ち、自分らしい生活をつくっていただく」ことが重要である。 

 

平成 18年介護保険法改正により介護予防事業が構成され、その主眼は要支援・要介護状

態となるおそれのある高齢者を基本チェックリストで把握し、運動機能や口腔機能の改善

などを実施する二次予防事業といったハイリスクアプローチに置かれてきた。一方で、この

ようなハイリスクアプローチのみならず、高齢者がボランティアとして活躍するなどして、

住民の自助による介護予防活動の場を増やす取組や、介護予防サービス等を開始する前に

多職種の助言を得ながら介護予防・自立支援に向けた目標設定や支援を判断する地域ケア

会議の取組といった介護予防・自立支援の実践事例が生まれた。 

 

これらを踏まえ、平成 26年介護保険法改正において介護予防の考え方は、機能回復訓練

などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・

役割をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのア

プローチも含めたバランスのとれたアプローチが重要であり、地域においてリハビリテー

ション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きが

い・役割を持って生活できる地域の実現を目指すものへ変遷している。 

 

具体的には住民主体の通いの場の充実をはかる一般介護予防事業や地域ケア会議推進事

業等として制度的に位置づけられ、住民主体の通いの場については「地域づくりによる介護

予防推進事業」（平成 26 年度から平成 28 年度）によって充実を図ってきたところである。 

 

本事業では、高齢者本人の自己実現に資する介護予防活動や生活支援等サービスを提供

し、高齢者の QOL の向上を目指すために、多職種の助言を得ながら、自立支援・介護予防

の観点から実施する地域ケア会議の手法を全国で普及展開するものである。地域に元気な

高齢者を増やす取組を推進するためにも、本手引きを活用いただきたい。 

 

 

厚生労働省 老健局老人保健課  
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本手引きの対象は都道府県担当者になります。 

自立支援・介護予防の観点から市町村が実施する地域ケア個別会議の立ち上げ・実践の支

援の際には、適宜他の手引きを参照して、各関係者と連携していくことが推奨されます。 

 

種別 自治体向け手引き 

 ̧ 都道府県向け手引き 

（本手引き） 

 ̧ 市町村向け手引き 

専門職向け手引き 事業所向け手引き 

対象 地域ケア会議を通じた自

立支援に向けた介護予防

ケアマネジメントを今後

地域で展開していく自治

体職員 

地域ケア会議で助言する

専門職 

 

介護サービス事業所（通

所介護）の職員 

 

目的 地域ケア会議を専門職と

協働して開催し、自立支

援に向けた介護予防ケア

マネジメントを実践する

ことを目的として作成。 

 

 

助言者として事例提出者

（チーム）が現場で実践

しやすい助言をすること

を目的として作成。 

地域ケア会議を通じた自

立支援に向けた介護予防

ケアマネジメントが地域

で進められる中で、介護

サービス事業所としてど

のような姿勢や手法で利

用者にサービスを提供す

るかについて理解を深め

ることを目的として作

成。 

 

本手引きの本文内で使用しているマークの意味は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・・・関連制度・事業等をコラム形式で情報提供しています。 
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第１章 本手引きの背景・目的 

ǵǴȐǋ  

Õ ǚǵ ǮǶƲ˺ ˔ ǵǦȈǵ᷂ḢȯȠΉѩ̝ ǵ ȋǚǵ̝ ș Ǟǭǋǖ

ȋ Ǳǰǲǫǋǭ ɵ ˺ǞǭǋȅǠƳ 

Õ Ƽ˺ ˔ ǵǦȈǵ᷂ḢȯȠΉѩ̝ ǯǒ̲ǒ ƽȅǡǶ ș ǞƲ ↑ ǵ☻

Ҋș ǞȅǞȎǍƳ 

 

１ 介護予防のための地域ケア個別会議とは 

図表 １ 介護予防活動普及展開事業の概要 

 

 

（１） 介護予防のための地域ケア個別会議の目的 

○ 「介護予防のための地域ケア個別会議」では、自立支援・介護予防の観点を踏まえて地

域ケア個別会議を活用することで「要支援者等の生活行為の課題の解決等、状態の改善

に導き、自立を促すこと」ひいては「高齢者の QOL の向上」を目指している。 

 

○ 目的である「高齢者の QOL の向上」の実現のために、地域ケア個別会議を活用し、多

職種からの専門的な助言を得ることで、ケアマネジメントを実施し、高齢者の生活行為

の課題等を明らかにし、介護予防に資するケアプラン作成とそのケアプランに則した

ケア等の提供を行う。 

 
先行市町村における取組は市町村向け手引きの P59 参照 



6 

 

（２） 介護予防のための地域ケア個別会議を推進する意義 

○ 「地域ケア会議」は介護保険法第 115条の 48 で定義されており、地域包括支援センタ

ーまたは市町村が主催し、設置・運営する「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成

される会議」のことを言う。 

  

○ 地域ケア会議は開催の目的・方法によって大きく、下記の２種類に分かれる。 

地域ケア個別会議1 個別事例の課題検討 

地域ケア推進会議 地域に必要な取組を明らかにして施策を立案・提言 

 

○ 「介護予防のための地域ケア個別会議」は地域ケア個別会議に分類される。 

 

○ 地域ケア会議には、①個別課題の解決、②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課

題の発見、④地域づくり資源開発、⑤政策の形成という５つの機能がある。 

 

図表 ２ 地域ケア会議の５つの機能 

 

 

                                                   
1「地域ケア個別会議」は、市町村または地域包括支援センターが主催し、検討する事例のサービス担当

者に限らず、地域の多職種の視点から課題の解決に向けた検討がなされる。一方、「サービス担当者会

議」は、ケアマネジャーが主催し、利用者がそのニーズに応じたサービスを適切に活用できるように、ケ

アマネジメントの一環として開催するものである。 
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○ 介護予防のための地域ケア個別会議においても P.６の５つの機能は発揮されるもので

あり、実践している市町村では、「高齢者の QOL 向上に資すること」に加え、次のよ

うな意義が生じている。 

 

¶ 介護予防のための地域ケア個別会議の参加者が、事例に対する多職種の専門的な視点

に基づく助言を通じて、自立に資するケアマネジメントの視点やサービス等の提供に

関する知識・技術を習得すること（OJT・スキルアップ） 

¶ 介護予防のための地域ケア個別会議で検討する事例を積み重ねることにより、地域に

不足する資源といった行政課題の発見・解決策の検討につながること 

 

図表 ３ 介護予防のための地域ケア個別会議開催の意義 

 

 
 

 

○ 先に記載した意義は参加者によって下記のように例示できる。 

¶ 自治体関係者にとっては「行政課題の発見・把握」 

¶ 専門職にとっては「専門職としてのスキルアップ」 

¶ 介護サービス事業所にとっては「ケアマネジメントやケアの質の向上」 

¶ 参加者全員にとっては「ネットワークの構築」 

 

○ 特に自治体関係者にとっての「行政課題の発見・把握」は、介護予防のための地域ケア

個別会議を推進していく上で非常に重要な意義の１つである。 

 

○ 市町村は今後、地域ケア会議を通じて、介護保険の保険者という立場で、関係者（地域

包括支援センター・介護サービス事業所等）を主導する姿勢が求められる。 
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図表 ４ 介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント 

 

  

○ 平成 28 年度には、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律案」（平成 30年４月施行）を示し、この中で「高齢者の自立支援と要介護状態

の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保すること

に配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする」と方針

を示している。 

 

○ より具体的には、自立支援・重度化防止に向けた「保険者機能の強化」に向け、全市町

村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みと目標を介護

保険事業計画に明記することを求めている。 

 

○ こうした 2025年に向けた地域包括ケアシステムの構築・保険者機能の強化といった観

点からも、各地域において介護予防のための地域ケア個別会議の実践が求められてい

る。 
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２ 介護予防のための地域ケア個別会議（以下、地域ケア会議）の実際 

（１） 地域ケア会議で取り扱う事例（対象者） 

○ 本手引きで想定している地域ケア会議は、自立支援・介護予防の観点を踏まえて実施す

ることから、対象者は「サービス事業対象者」「要支援者」を想定している。 

 

 

 

○ それ以外の対象者（例えば要介護者や困難事例等）については、地域の実情に合わせて

徐々に範囲を広げていくことも可能である。 

 

図表 ５ 地域ケア会議で取り扱う事例（対象者） 

 

 

○ 実際に地域ケア会議で検討する対象者は、サービス事業対象者及び要支援者であって

も、人口規模等によって全員を地域ケア会議にかけられないこともあるため、地域の実

情に合わせて選定する必要がある。 

○ なお、先行して実践している市町村においては下記の視点で優先順位をつけて選定し

ている。 

【先行事例における対象者選定（例示）】 

 ・サービス事業対象者及び要支援者全員 

 ・サービス事業対象者及び要支援者のなかでも福祉用具の貸与や住宅改修を伴う事例 

 ・生活行為に課題が生じる大腿骨頸部骨折等の筋骨格系疾病により要介護認定に至った 

者 等 

○ 対象者の選定方法は（２）に述べる地域ケア会議の参加者と共有しておくことが重要で

ある。 

先行市町村における取組は市町村向け手引きの P59 参照 
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（２） 地域ケア会議の参加者 

○ 地域ケア会議の主要な参加者は、司会者（市町村）／地域包括支援センター／助言者（専

門職）／事例提出者（地域包括支援センター職員等のうちプラン作成をした者（以下、

プラン作成担当）2・介護サービス事業所）である。 

○ 参加者の役割は下記である。 

 

司会者（市町村） 

○ 司会者は市町村職員または、地域包括支援センターが担う。 

○ 司会者は、地域ケア会議の運営のほか、アセスメントに基づき、出席している助言者か

ら必要なアドバイスを引き出す必要がある。 

 

（司会者以外の市町村職員） 

○ 検討する事例に応じて、生活保護や生活困窮者対策の担当者、障害福祉の担当者等に出

席を求めることも必要である。 

○ 地域ケア会議における行政課題の把握及びその後の政策形成等につなげていくために

も、地域ケア会議の担当だけではなく、介護保険事業計画担当も参加することが望まし

い。 

 

地域包括支援センター 

○ 地域包括支援センターは事例提出者だけではなく、助言者としての役割も担うことが

ある。 

○ 地域包括支援センターからは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の３職種で出

席することが望ましい。 

 

助言者（専門職） 

○ 助言者として、対象者の希望や生活行為の課題等を踏まえ、自立に資する助言をする役

割を担う。 

○ 地域ケア会議に参加する専門職は、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等が考えられる。 

○ 全ての職種が毎回地域ケア会議に出席する必要はないが、運動・口腔・栄養等の幅広い

観点から助言が貰えるように、常に参加する職種を決めておくことが望ましい。（詳細

は市町村向け手引き P.18～P.20 参照）。 

○ 出席の他、地域ケア会議の開催にあたり、かかりつけ医、かかりつけ歯科医師がいる事

例について、対象者の状態の予後予測や治療方針等について事前に確認するとともに、

地域ケア会議での検討結果について情報共有することが重要である。 

                                                   
2 地域包括支援センターの３職種（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員）及びケアプラン作成を受託している

ケアマネジャー 
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事例提出者（プラン作成担当・介護サービス事業所） 

○ 事例提出者は、検討事例のプラン作成担当及び介護サービス事業所の職員になる。 

検討する事例を支援するチームとして参加することが望ましい。 

 

留意事項 

○ 事例の提出の有無に関わらず P.６で述べた意義があることから、市町村内の居宅介護

支援事業所のプラン作成担当や介護サービス事業所等の職員が地域ケア会議に参加で

きるよう配慮する必要がある。 

○ また、傍聴者が入る場合には、個人情報の保護に留意されたい。 

 

図表 ６ 地域ケア会議の配席（例） 
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（３） 地域ケア会議の当日の進行（例） 

○ 介護予防のための地域ケア個別会議を実践している自治体では、１事例あたり、おおむ

ね 20～30分で検討されている。 

○ 20～30 分という比較的短時間で１事例を検討する理由としては、より多くの事例を検

討しより多くの高齢者の QOL 向上に資することがあげられる。 

○ その他、多くの事例を検討することは、より多くのプラン作成担当の事例を検討するこ

とができ、また、専門職が助言する機会となり、地域ケア会議の参加者のスキルアップ

にもつながる。 

○ 実践している自治体の事例を参考に、地域の実情に合わせた時間設定をする必要があ

る（当日の進行の具体的な進め方は図表 ７参照）。 

○ 地域ケア会議立ち上げ当初は１事例あたり、おおよそ 40～50分を目安に検討すること

も考えられる。 

 

 

図表 ７ 地域ケア会議の当日の進め方（例） 
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先行市町村における取組は市町村向け手引きの P59 参照 
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～地域ケア会議に関する各種予算について～ 

 

地域ケア会議に関する各種予算も活用しながら、地域ケア会議の立ち上げを検討しま

しょう。介護予防・日常生活支援総合事業への移行も踏まえ、平成 30年度までに全市町

村が地域ケア会議を始めとした地域支援事業に取り組めるよう必要な財源を確保してい

ます。 

 

市町村は地域ケア会議の実践・充実のために、リハビリテーション専門職等の関与を

促進する（地域支援事業の一般介護予防事業のうち）地域リハビリテーション活動支援

事業を活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、以下の④地域ケア会議推進事業において、地域ケア会議の立ち上げに係る各種費

用について、地域包括支援センター１箇所あたり 1,272 千円（※）の費用計上が可能と

なっています。 

 

※P.14 に示す、①生活支援体制整備事業、②認知症施策推進事業、③在宅医療介護連携

事業、④地域ケア会議推進事業 の算定式の合計額（①＋②＋③＋④）を「標準額」と

し、これを基本として各市町村の実情に応じて柔軟に事業費が活用できます。 
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都道府県は地域ケア会議の体制整備のために、介護保険事業費補助金等が活用できま

す。 

地域ケア会議への派遣が想定されるリハビリテーション専門職等は医療機関等に従事

していることが多いため、都道府県医師会等関係団体と連携して、下図のような派遣体

制を構築するとともに、このような派遣体制の下、医療機関と自治体が契約等に基づき、

リハビリテーション専門職等が業務の一環として派遣されることが重要です。 
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第２章 地域ケア会議の立ち上げに関する市町村支援のための準備事項 

 

ǵǴȐǋ  

Õ ǚǵ ǮǶƲ˺ ˔ ǵǦȈǵ᷂ḢȯȠΉѩ̝ ǵ ǨʣǙȋὕ ǲ ǠȒ⁸

ǲǉǦǪǭǵ ˗ Ǳǰǲǫǋǭ ǞǭǋȅǠƳ 

Õ ⁸ Ǔ˺ ˔ ǵǦȈǵ᷂ḢȯȠΉѩ̝ ș ǨʣǙȒǦȈǵⱳ ǱǚǯƲǤǵǦȈ

ǲ ↑ ǓЕ̱ ǲǠȒȀǔǚǯǶ̲ǒșǫǒȆȅǞȎǍƳ 

 

１ 都道府県の役割・期待されること 

介護予防のための地域ケア個別会議の立ち上げに関する市町村支援を行う上で、都道府

県に期待されている役割は以下のとおりです。 

 

¶ 「市町村」「都道府県医師会等関係団体」「介護サービス事業所等の関係者」のそ

れぞれのトップ層に向けた働きかけ 

¶ 助言者（専門職）の派遣に向けた検討及び派遣体制の構築（都道府県医師会等関

係団体への働きかけ・派遣体制の検討、構築） 

¶ 地域ケア会議に係る人材の養成（司会者・専門職（助言者）・アドバイザー・事

業所） 

¶ 市町村に対する情緒的サポート3 

¶ 住民への普及啓発に向けた検討 等 

 

実践している自治体の事例を参考に、これらの役割を具体的にどのように果たすかを検

討し、市町村支援に取り組む必要があります（具体的な自治体の事例は、P.28 参照）。 

 

２ 都道府県内や地域の関係者・関係団体との意識の共有 

 

（１） 市町村支援を行う上での庁内の体制構築 

市町村における地域ケア会議の立ち上げや実践に関する支援を行う上で、都道府県内部

での意識の共有や体制構築は重要となります。 

 

介護予防のための地域ケア会議では、多職種からの専門的な助言を受けながら自立支援、

介護予防、ひいては高齢者の QOL の向上を目指しています。そのため、地域ケア会議の立

ち上げや実践を支援するアドバイザーの養成や派遣、助言者としての専門職の確保や研修、

ケアプランに基づいたケアの提供に関する研修など、市町村支援の内容は多岐にわたりま

                                                   
3 他者から得ている有形、無形の諸種の援助であるソーシャルサポートのうち、傾聴、相談にのる等のサポートを指し

ます。 
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す。そのため、市町村支援に関わる都道府県内の部署を特定し、他部署の協力が必要とされ

た場合には横断的に進められるような体制を構築する必要があります。 

 

そのため、課内や関係部署に介護保険を取り巻く都道府県や管内市町村の状況、地域ケア

会議の必要性・目的を説明し、意識の共有を図りましょう。 

 

 例えば、助言者（専門職）の派遣に関して地域リハビリテーション等専門職の派遣に関わ

る担当に関わってもらうこと等が考えられます。 

  

 

（２） 地域の関係者・関係団体への説明の必要性 

地域ケア会議の立ち上げや実践について市町村単独で行うには、地域ケア会議の運営に

関するノウハウの不足や助言者（専門職）の確保や養成等、難しい場合があることから、都

道府県による市町村支援は重要となってきます。 

 

そのため、必要な市町村支援を行っていくには「都道府県医師会等関係団体」や「介護サ

ービス事業所等の関係者」からの協力が不可欠となりますので、地域の関係者・関係団体に、

なぜ介護予防のための地域ケア会議に取り組むのかの理由等を説明し、理解を求める必要

があります。 

 

 具体的な働きかけ、説明内容については、P.17を参考にしてください。  
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３ 地域ケア会議の立ち上げ及び充実に関する市町村支援の内容 

 

ここでは、地域ケア会議の立ち上げに関する市町村支援の具体的な内容について解説し

ます。 

 

（１） トップ層に向けた働きかけ 

地域ケア会議を推進していく上で、「市町村」「都道府県医師会等関係団体」「介護サービ

ス事業所等の関係者」のそれぞれのトップ層の理解を得ることは重要です。トップ層の理解

を得ることにより、現場での取組・連携がスムーズに進むことから、都道府県は市町村をは

じめとした各トップ層への働きかけを行う必要があります。 

 

① 市町村に対する働きかけ 

「市町村」については、市町村内の首長をはじめ地域ケア会議に関係する部課長といった

層から地域ケア会議の開催に関する理解が得られるよう、都道府県が直面している（する）

状況や課題、地域ケア会議の趣旨・内容、必要性等について説明をしましょう。トップ層の

理解を得ることは、各市町村における地域ケア会議の立ち上げの推進力となります。 

具体的な方法としては、トップセミナーの開催や各市町村長への訪問等が考えられます。 

 

② 都道府県医師会等関係団体に対する働きかけ 

「都道府県医師会等関係団体」については、地域ケア会議を活用し、「高齢者の QOL 向

上」の実現を目指すためには、多職種からの専門的なアセスメント・助言が欠かせないこと

から、市町村に対する人的支援のための派遣体制の構築や、職能団体内の研修等について協

力を得る必要があります。 

都道府県医師会等関係団体に対して、都道府県が直面している（する）状況や課題、地域

ケア会議の趣旨・内容、必要性、助言者（専門職）に期待する役割等を説明し、理解を得ま

しょう。 

 

③ 介護サービス事業所等の関係者に対する働きかけ 

「介護サービス事業所等の関係者」については、地域ケア会議の趣旨や内容、必要性や、

介護予防、自立支援に資するケアの提供の必要性、地域ケア会議で検討し、ケアを提供した

利用者に関する事例紹介等、説明する必要があります。 

介護保険法は、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援することや、要介護状態又は要支援状態となることの予防又は要介護状態等の軽

減若しくは悪化の防止を理念としています。 

このことを踏まえ、介護サービス事業所等のトップ層の理解を促すのは保険者である市

町村並びに都道府県の役割であると言えます。 
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具体的な働きかけの事例は P.28 以降に示す先行的な自治体の取組事例を参考にしてくだ

さい。先行的な自治体では、研修・講演会・トップセミナーの開催、市町村への訪問等を行

っています。このような事例を基に、どのような働きかけを行うか考えてみましょう。 

 

（２） 助言者（専門職）の派遣に向けた検討 

地域ケア会議では、「多職種の専門的な視点に基づく助言を通じて、検討する事例の自立

に資するケアマネジメントを行う」ため、専門職が助言者として地域ケア会議に参加するこ

とが不可欠です。そのため、都道府県では地域ケア会議に参加する助言者（専門職）の派遣

の仕組みについて検討する必要があります。 

  

なお、派遣体制を構築し人的支援をする必要性については、市町村によっては、助言者（専

門職）となるリハビリテーション専門職等の確保が困難なことがあるという指摘がされて

います。4また、派遣体制によっては、リハビリテーション専門職等から市町村の事業に参

加がしづらいという声や、市町村からリハビリテーション専門職等に相談したいことがあ

っても窓口が分からないといった指摘もあります。5 

 

派遣体制の構築に際しては、助言者（専門職）となるリハビリテーション専門職等の多く

は医療機関等に所属していることからも、都道府県医師会等関係団体と連携して検討する

必要があります。 

 

① 助言者として参加する専門職（助言者）の役割の明確化 

まず、助言者（専門職）のうち、どの専門職にどのような位置づけで参加してもらうのが

望ましいかを考え、都道府県医師会等関係団体にどのような点で協力を得たいのか明確に

する必要があります。 

 

地域ケア会議に参加する専門職は、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士等が考えられます。全ての職種が毎回地域ケ

ア会議に出席する必要はありませんが、運動・口腔・栄養等の幅広い観点から助言が得られ

るように、常に参加する職種を決めておくことが望ましいと言えます。 

また、地域ケア会議の立ち上げから一定程度経った後、立ち上げ当初決めた職種の幅を広

げるなどの対応も考えられます。 

 

図表８で各職種の役割をご紹介します。 

 

                                                   
4 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」 
5 平成 28 年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるリハビリテーシ

ョンのあり方に関する調査研究事業 
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図表 ８ 地域ケア会議の助言者（専門職）の役割 

助言者（専門職） 役割 

医師 ＜出席する場合＞ 

病状や障害を把握した上で、医学的な観点から事例の予後予測、対象

者の動作や活動についての助言を行います。 

 

＜出席しない場合＞ 

事例提出者（プラン作成担当・介護サービス事業所）が医師への確認

事項がある場合や助言を必要としている点について、事前に文書等に

よる情報提供が必要です。 

 

＜留意点＞ 

かかりつけ医のいる事例については、事例の予後予測や治療方針等に

ついて事前に文書等で確認するとともに、地域ケア会議で検討後は検

討内容を文書等で報告することが重要です。（かかりつけ医師がいな

い場合の対応は P.20参照）。 

歯科医師 ＜出席する場合＞ 

歯科疾患、口腔機能、口腔衛生の観点からの助言を行い、事例の予後

予測を行います。 

  

＜出席しない場合＞ 

歯科衛生士及び事例提出者（プラン作成担当・介護サービス事業所）

が歯科医師への確認事項がある場合や助言を必要としている点につ

いて、事前にコメントしておくという形で関わることもできます。 

 

＜留意点＞ 

かかりつけ歯科医のいる事例については、事例の予後予測や治療方針

等について事前に確認するとともに、地域ケア会議で検討後は検討内

容を報告することが重要です。 

薬剤師 事例に処方されている薬に関する情報提供（重複投薬・副作用等）及

び服薬管理の観点からの助言を行います。 

理学療法士 主に基本動作能力（立ち上がり、立位保持、歩行等）の回復や維持、

悪化の防止の観点からの助言を行います。 
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助言者（専門職） 役割 

作業療法士 主に応用的動作能力（食事・排泄等）、社会的適応能力（地域活動への

参加・就労等）回復・維持、悪化の防止の観点からの助言を行います。 

言語聴覚士 主にコミュニケーション（話す）・聴覚（聞く）・摂食（食べる）に障

害を抱える事例に対し、各能力の回復や維持、悪化の防止の観点から

の助言を行います。 

管理栄養士 

栄養士 

日常生活を営む上で基本となる食事について、適切な栄養摂取といっ

た観点から、助言を行います。 

歯科衛生士 口腔衛生の観点からの助言を行います。 

 

歯科医師が地域ケア会議に出席することが難しい場合は、事前に歯科

衛生士が、歯科医師から歯科疾患、口腔機能、口腔衛生の観点からの

助言や事例の予後予測について情報を得るといった形で連携をとる

ことが求められます。 

 

 

～地域ケア会議にかける事例選定とかかりつけ医との関係～ 

  

かかりつけ医がいる事例については、かかりつけ医に予後予測や治療方針を十分に文

書等で確認した上で地域ケア会議に臨み、地域ケア会議終了後にかかりつけ医に検討結

果を文書等で報告することが重要です。  

地域ケア会議の開催に際して必要となるかかりつけ医の予後予測や治療方針につい

て、文書による情報提供を受ける場合においては地域支援事業交付金の活用が可能です。  

また、地域ケア会議終了後には、かかりつけ医に検討結果を報告する必要があります。

かかりつけ医のいない「サービス事業対象者」の事例で、地域ケア会議の検討の結果、医

師の判断を要するとされた場合には、医療機関の受診先の希望がない時、受診先につい

て郡市区医師会の協力を仰ぐことが考えられます。 

 

② 都道府県医師会等関係団体への働きかけ 

P.17 で述べたように、都道府県医師会等関係団体のトップ層や担当者への働きかけをし

ましょう。都道府県が直面している（する）状況や課題、地域ケア会議の趣旨・内容、必要

性、助言者（専門職）に期待する役割等を説明し、理解を得た上で、派遣体制の構築に関す

る協力を得ましょう。 
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③ 地域ケア会議に参加する専門職の派遣体制の検討 

助言者（専門職）の派遣体制の構築は地域の実情により様々ではありますが、ここでは地

域リハビリテーションの体制を活用した体制構築について解説します。 

 

図表 ９ 地域リハビリテーションの体制について 

 

 

 地域ケア会議への助言者（専門職）の派遣体制を考えるにあたって、地域リハビリテーシ

ョンの体制を活かすため、まず、行政と都道府県医師会等関係団体から構成される協議会を

開催し、派遣体制や事務局機能、派遣に協力する医療機関等関係機関の指定等の方法につい

て検討し、合意をしていく必要があります。 

 助言者（専門職）の多くが医療機関等に所属していることも考慮しながら議論をすること

も重要です。 

 協議会を経て都道府県リハビリテーション支援センターや二次医療圏単位等の中核的な

リハビリテーションに関する医療機関等の協力を得ましょう。 

 これらの体制整備について都道府県は、介護保険事業費補助金（介護予防市町村支援事業）

を活用できます。 

 また、市町村において、市町村と医療機関等との間で契約や協定、協力関係等に基づき派

遣を受けられるよう調整する必要があります。市町村が派遣を受ける際には地域支援事業

の地域リハビリテーション活動支援事業が活用できます。 

 

都道府県医師会等関係団体と連携しながら市町村へ必要な専門職を派遣する体制を構築

することで、市町村に対し効率的なリハビリテーション専門職等の人的資源への支援が可

能となります。 

ここでは、助言者（専門職）の派遣方法について、先行的な自治体の事例をご紹介します。 
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      ～熊本県による地域ケア会議の専門職派遣体制～ 

 

熊本県では、地域リハビリテーション支援体制の整備事業により、高齢者等に対しリハ

ビリテーションサービスがより身近な地域で適切に提供されるよう、医療機関が中心とな

って市町村に対する支援体制を整備しています。 

熊本県では、平成 12 年から県内の地域リハビリテーションの推進母体として、熊本県

地域リハビリテーションセンター（（協議会の事務局は熊本県医師会内に設置））を設置す

るとともに、地域リハビリテーション広域支援センターが中心となり、市町村や関係機関、

住民等に対し、地域リハビリテーションにかかる技術的な支援を行っています。 

 

 

熊本県では、地域リハビリテーション体制が三層構造化となっています。県リハセンタ

ー（一層）、広域リハセンター（二層）に加え、市町村が実施する介護予防事業等に出向

き、技術的支援ができるリハビリテーション専門職の人材確保を目的として、地域により

身近な支援体制を構築するため地域リハビリテーション活動に理解のある医療機関や介

護老人保健施設等を新たに「地域密着リハセンター」として指定しました。 

地域密着リハセンターの役割は主に以下のとおりです。 

¶ 市町村が実施する地域支援事業への効果的な支援 

¶ 地域リハビリテーションの効果的な支援 

¶ その他、地域リハビリテーションの推進に必要な業務 

このように、熊本県では、広域リハセンターと地域密着リハセンターの役割分担と連携体

制を構築し、リハ専門職等の派遣調整の仕組みづくり等を行っています。 

（出典）熊本県公表資料より作成 
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（３） 地域ケア会議に係る人材の養成について 

地域ケア会議の取組を市町村に普及し、実践していくためには、市町村職員や助言者（専

門職）、地域ケア会議の立ち上げや実践を支援するアドバイザーの養成は不可欠となります。 

人材養成の１つの手法として集合研修の開催が考えられます。また、集合研修の開催の他、

今後実践しようとしている取組の先行自治体の視察（以下、現地視察）も考えられます。現

地視察することで、地域ケア会議の実際を見るだけではなく、意見交換等も可能となり、地

域ケア会議の立ち上げや実践のイメージを具体的に掴むことができます。 

 

人材養成の対象者は大きく「市町村・地域包括支援センター」「アドバイザー」「専門職」

「事業所」に分かれます。 

なお、下記に例示する人材養成の枠組みは全てを網羅する必要はなく、取組の進捗状況等

に応じて実施することが重要です。 

 

① 「市町村・地域包括支援センター」の人材養成の枠組み（例） 

「市町村・地域包括支援センター」は地域ケア会議の運営のほか、司会者として、出席して

いる助言者（専門職）からアドバイスを引き出す必要があります。「市町村・地域包括支援

センター」の人材養成の枠組み（例）は以下のとおりです。 

 

図表 10 「市町村・地域包括支援センター」の人材養成の枠組み（例） 

種別 対象 目的・内容 

市町村・地域

包括支援 

センター向け 

基礎研修 

市町村 

地域包括支援 

センター 

以下の内容を習得するために開催 

¶ 地域ケア会議の意義 

¶ 地域ケア会議立ち上げに向けた実施事項 

¶ 地域ケア会議開催前の実施事項 

¶ 地域ケア会議当日の実施事項 

¶ 地域ケア会議開催後の実施事項 

¶ 自立支援・介護予防の観点からのアセスメ

ントの手法             等 

司会者養成 

研修 

市町村 

地域包括支援センター 

以下の内容を習得するために開催 

¶ 地域ケア会議における司会者の役割 

¶ 地域ケア会議までの司会者の準備事項 

¶ 自立支援・介護予防の観点からのアセスメ

ントの手法 

¶ 地域ケア会議当日の心構え・司会進行のポ

イント               等 

現地視察 市町村 

地域包括支援センター 

地域ケア会議の具体的なイメージを習得するた

めに開催 

¶ 先行自治体における取組内容をヒアリング 

¶ 先行自治体の地域ケア会議の見学   等 
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② 「アドバイザー」の人材養成の枠組み（例） 

「アドバイザー」は、地域ケア会議の取組を全県下で普及展開していくために、実際に市

町村に入り、実地支援や各種相談に応じられる人材を想定します。具体的なアドバイザーの

役割としては以下があげられます。 

 

図表 11 アドバイザーの役割・活用（例） 

対象 役割 活用例 

市町村 

地域包括支援

センター 

地域ケア会議の取組を

全県下で普及展開して

いくために、都道府県

と共に実際に市町村に

入り、実地支援や各種

相談に応じる。 

¶ 市町村・地域包括支援センター向け基礎研

修及び司会者養成研修の講師 

¶ 地域ケア会議へ司会者として参加し技術的

なサポートの実施 

¶ 現地視察への参加     

¶ 都道府県における市町村に対する情緒的サ

ポートの共同実施          等 

専門職 

（助言者） 

地域ケア会議に参加す

る助言者（専門職）に対

して、自立支援・介護予

防の観点を踏まえたア

ドバイスの視点や方法

の研修や、各種相談に

応じる。 

¶ 専門職向け基礎研修及び助言者養成研修の

講師                等 

 

平成 29年度介護予防活動普及展開事業において養成したアドバイザー（各都道府県１名）

や都道府県職員を中心に、今後、各都道府県において、下記の「アドバイザー」の人材養成

の枠組み（例）を参考にしつつ、各都道府県におけるアドバイザーを養成することが求めら

れます。また、「市町村・地域包括支援センター向けのアドバイザー」「専門職（助言者）向

けアドバイザー」というように、対象者を限定したアドバイザーを養成し、複数配置するこ

とも考えられます。 

「アドバイザー」の人材養成の枠組み（例）は以下のとおりです。 
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図表 12 「アドバイザー」の人材養成の枠組み（例） 

種別 対象 目的・内容 

アドバイザー 

養成研修 

アドバイザー 以下の内容を習得するために開催 

¶ 地域ケア会議の意義 

¶ 地域ケア会議における都道府県・市町村・

専門職（助言者）・事業所の役割 

¶ 地域ケア会議の立ち上げに関するアドバイ

ザーの役割 

¶ 自立支援・介護予防の観点からのアセスメ

ントの手法             等 

スキルアップ 

研修 

アドバイザー 県内で地域ケア会議をいくつか立ち上げた後の

フォローアップの位置づけで開催 

¶ 県内で地域ケア会議を立ち上げた市町村の

現状と課題 

¶ 課題に対する解決策の検討 

¶ 今後の進め方の検討         等 

現地視察 アドバイザー 地域ケア会議の具体的なイメージを習得するた

めに開催 

¶ 先行自治体における取組内容をヒアリング 

¶ 先行自治体の地域ケア会議の見学   等 

 

③ 「専門職」の人材養成の枠組み（例） 

「専門職」の研修の枠組み（例）は以下のとおりです。「専門職」の研修の実施にあたっ

ては、「全体研修」「各職種に応じた研修」の２種類の研修が考えられます。 

 「全体研修」は職種を問わない集合研修を指します。多職種がそれぞれの職種の専門的見

地から、専門職としての知識や技術を活かし、自立支援・介護予防の観点を踏まえた支援の

方法を、互いの領域を尊重し合いながら職種間で協調し、助言することが重要です。 

 また、「各職種に応じた研修」はそれぞれの職能団体と連携しながら職種ごとに開催する

集合研修を指します。各職能団体と研修の企画段階から連携し、地域ケア会議における専門

職（助言者）に必要な知識や技術の習得を行い、地域ケア会議における専門職（助言者）の

助言の視点・内容・方法に偏りが出ないような研修の実施が必要です。 
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図表 13 「専門職（助言者）」の人材養成の枠組み（例） 

種別 対象 目的・内容 

専門職向け 

基礎研修 

専門職 

（助言者） 

以下の内容を習得するために開催 

¶ 地域ケア会議の意義 

¶ 地域ケア会議と市町村における地域支援事

業の関係 

¶ 地域ケア会議における専門職（助言者）の

役割 

¶ 自立支援・介護予防の観点からのアセスメ

ントの手法 

¶ 地域ケア会議当日の心構え・助言のポイン

ト  等 

助言者 

養成研修 

専門職 

（助言者） 

（各職種に応じて実施） 

 

④ 「事業所」の人材養成の枠組み（例） 

「事業所」は地域ケア会議に事例提出者として参加し、会議の中で支援内容・方針につい

て説明します。また、地域ケア会議の検討を踏まえて、自立支援・介護予防の観点を踏まえ

たケアマネジメントやケアの提供が求められます。「事業所」の人材養成の枠組み（例）は

以下のとおりです。 

 

図表 14 「事業所」の人材養成の枠組み（例） 

種別 対象 目的・内容 

介護サービス

事業所向け 

基礎研修 

介護サービス事業所 

（介護予防・生活支援

サービス事業を含む） 

以下の内容を習得するために開催 

¶ 地域ケア会議の意義 

¶ 地域ケア会議立ち上げに向けた実施事項 

¶ 地域ケア会議開催前の実施事項 

¶ 地域ケア会議当日の実施事項 

¶ 地域ケア会議開催後の実施事項 

¶ 自立支援・介護予防の観点からのアセスメ

ントの手法             等 

実践報告会 介護サービス事業所 

（介護予防・生活支援

サービス事業を含む） 

地域ケア会議で検討した事例に関して、地域ケ

ア会議でのアドバイスやそれらに基づいたケア

の提供をする過程の成功や失敗、工夫点等を共

有。 
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（４） 市町村に対する情緒的サポート 

地域ケア会議の立ち上げに関する市町村支援に関しては、助言者（専門職）の派遣体制の

構築や人材の養成（研修の開催等）の他、都道府県は、市町村が地域ケア会議を進めていく

上での問題点を把握し助言することや、抱える悩みを一緒に共有や解決していくような情

緒的なサポート等、市町村に積極的に関わっていくことが必要です。 

具体的には以下のような方法が考えられます。 

現状を共有し、取り組みの良かった点等をフィードバックし、また、課題を市町村ととも

に解決していく姿勢が大切になります。 

 

図表 15 市町村に対する情緒的サポート（例） 

対象 種別 支援内容 

モデル市町村 モデル市町村連絡会

の開催 

モデル市町村を集めた連絡会を開催する。連絡

会では、各市町村の地域ケア会議の実施状況や

取組の課題について共有し、意見交換を行うと

共に、課題解決のための助言を行う。 

上記以外の市

町村 

市町村へのヒアリン

グ 

モデル市町村か否かを問わず、各市町村の状況

を聞き、地域ケア会議の導入にあたっての課題

等を聞き、解決策を考え、具体化するためのヒア

リングを行う。 
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１ 大分県の事例 

 

【使用している用語について】 

¶ 広域支援員（P.29 等）…大分県においては、県内の地域ケア会議実践者（モデル市職員、

職能協会）に「広域支援員」としての役割を担ってもらっている。「広域支援員」は都道

府県向け手引きの中で説明している「アドバイザー」に該当。大分県では、助言する対象

に応じて、リーディングアドバイザー（助言者への助言を行うアドバイザー）やリーディ

ングコーディネーター（司会者への助言を行うアドバイザー）と呼び分けている。 

 

（１） 立ち上げの経緯 

大分県は平成 27 年 10 月１日現在総人口約 116 万人で、高齢化率は 30.4％で九州地方第

一位となっています。大分県が県庁主導で埼玉県和光市における地域ケア会議の手法を導

入した背景としては、2025 年に向けた地域包括ケアシステムの構築の必要性や、介護保険

制度の持続性の確保といった危機感がありました。 

大分県では、平成 24 年度にモデル３市（豊後高田市・杵築市・豊後大野市）において、

埼玉県和光市より講師を派遣してもらう等の支援を受けながら、地域ケア会議を立ち上げ

ました。平成 25年度には地域ケア会議の立ち上げを全市町村に拡大し、平成 26年度には、

コーディネーター・アドバイザーのスキルアップ研修の実施や広域支援員派遣事業の強化

により、地域ケア会議の充実・強化を図りました。 

このように大分県では、平成 24年度から３年間で全市町村へ地域ケア会議の横展開を実

現しました。 

 

図表 16 大分県における地域包括ケアシステムに係るこれまでの取組と成果等 
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図表 17 平成 24～26年度の地域ケア会議の導入経緯 
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大分県における取組のポイントとしては、 

１ 多彩な研修の企画・開催 

２ 首長へのアプローチ 

３ 職能団体等のバックアップ 

があげられます。 

大分県の地域ケア会議は、定着・充実期に入っています。平成 24年度以降、短期間のう

ちに全市町村で地域ケア会議の立ち上げを実現した実績や、立ち上げ～定着・充実期に至る

までに蓄積したノウハウは、今後地域ケア会議の立ち上げを支援していく都道府県にとっ

て参考になると言えるでしょう。 

 

（２） 都道府県内の体制構築 

県庁内の体制としては、福祉保健部高齢者福祉課が中心となり地域ケア会議の立ち上げ

支援を行っていますが、福祉保健部長に事業を理解してもらった上で、部全体で取り組む体

制を整備しています。 

 取組当初には、保健所を所管している福祉保健企画課、健康増進や地域リハビリテーショ

ンを所管している健康づくり支援課の職員等へ協力依頼を行い、実際に地域ケア会議に参

加してもらっています。 

特に、保健所の保健師は地域ケア会議の助言者として積極的に参加してもらっています。
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保健所の保健師は、地域全体の地域課題を踏まえて助言してもらうという点では、他の専門

職の方より広い視野・異なる視点で助言してもらう役割を担っています。 

 

（３） トップ層に向けた働きかけ 

トップ層への働きかけに関しては、平成 24年度に、大分県高齢者福祉課長等が県内全 18

市町村長（市町村長が無理な場合は、副市長等）を訪問し、地域ケア会議立ち上げの協力を

依頼して回るなど手厚いアプローチを行いました。 

また平成 25年度以降も、トップ層への働きかけとして、地域包括ケア推進大会を開催し

ました。この大会は市町村長だけでなく、市町村担当者、地域包括支援センターの職員、関

係団体、事業所等も参加し、現在も実施中です。 

 

（４） 助言者（専門職）の派遣 

助言者（専門職）の派遣に関しては、平成 24 年度は大分県が関係団体に協力を要請し、

延べ 295名のリハビリテーション専門職等の派遣を実現しました。平成 25年度は、大分県

が大分県リハビリテーション支援センターに専門職の派遣業務を委託し、延べ 894 名の派

遣を実現しました。 

大分県にはもともと、地域リハビリテーション広域支援体制があり（大分県健康づくり支

援課が担当）、大分県リハビリテーション支援センターとして１箇所、地域リハビリテーシ

ョン広域支援センターとして県内 11箇所の医療機関が指定を受けていました。ただし、平

成 23年度以前は、高齢福祉・介護予防分野や市町村との接点は全くなく、そこに、大分県

高齢者福福祉課が地域ケア会議の立ち上げをする際にアプローチし、現在のような地域ケ

ア会議の専門職の派遣や自立支援を念頭に置いた事業所の育成の指導などの点で協力体制

ができています。 

 専門職の派遣について、平成 24 年度は大分県が直接実施、平成 25 年度は大分県リハビ

リテーション支援センターに委託（事務局はセンター指定した医療機関内に設置）、平成 26

年度以降は大分県の直接実施に戻しています。経緯は以下のとおりです。 

 

＜平成 24年度＞ 

¶ 大分県が地域ケア会議の立ち上げを開始したばかりであり、まずは大分県が直接、専門

職派遣調整を実施した。 

¶ 立ち上げを進める話し合いの中で、「地域リハビリテーション広域支援体制があるから

活用しよう」という流れになり、平成 25年度からは大分県が委託料を払い、大分県リ

ハビリテーション支援センターで全て専門職派遣調整を実施することとした。 

 

＜平成 25年度＞ 

¶ 大分県リハビリテーション支援センターへの委託により専門職派遣調整を実施した。 

¶ しかし、事務が思った以上にあることや事務量に対しセンター内の体制がとれないこ
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と、市町村とのやり取りは大分県がした方が調整しやすい、大分県の名前を出した方が

県内の病院・施設の協力が得やすいなどの課題がわかった。 

¶ そこで、平成 26年度以降は委託にせず、大分県が直接実施する形に戻した。 

 

現在も大分県と大分県リハビリテーション支援センターは定期的に会議等で情報共有し

ており、密接な協力機関にありますが、専門職の派遣については、大分県の場合は、県が直

接実施する形にしています。 

現在の派遣スキームは図表 18のとおりです。まず、年度末の３月頃に年１回、各職能団

体会長宛てに、年間の派遣協力依頼（大分県の課長名での文書発出）を出しています（①）。

併せて、市町村へ要請希望の照会（半年ごと）を行います（②）。その後、大分県で半年ご

とに市町村から要請日程を調整した上で、全県の半年の専門職派遣日程を作成します（③）。

その上で、派遣される専門職が所属する医療機関の長（施設長、病院長など）宛てに県から

派遣協力依頼（大分県の部長名での文書発出）を出します（④）。これらのプロセスを経た

上で、地域ケア会議に専門職が派遣されることになります。 

  

図表 18 大分県における専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）の派遣スキーム

（現在） 

 
 

なお、大分県の地域ケア会議は、平日日中の開催のため、医師が参加していません。大分

県が調整している職能団体は、薬剤師会、看護協会、理学療法士協会、作業療法士協会、言

語聴覚士協会、栄養士会、歯科衛生士会となります。ただし、平成 28年度からは大分県の

モデル事業として医師が参加する地域ケア会議を実施しており、こちらについては、大分県

医師会、またそれぞれの郡市医師会に十分協議した上で派遣協力依頼を出し、医師に参加し
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てもらっています。 

大分県では、平成 26 年度よりリハ職等スキルアップ研修を行い、地域ケア会議や介護予

防事業等において、適切な助言・指導等を行うことができるリハ職等の育成を行い、市町村

における取組の充実を図っています。 

 

図表 19 リハ職スキルアップ研修の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 司会者（市町村）の育成 

大分県には 18 市町村ありますが、平成 25 年度より全市町村での地域ケア会議の立ち上

げを実現させました。２年目で全市町村への立ち上げを実現させた背景として「広域支援員」

の存在があります。広域支援員は平成 24年度のモデル市職員等が担い、平成 25年度以降、

依頼のあった市町村に派遣し助言等を行うこととしました。 

具体的には、県内の地域ケア会議実践者（モデル市職員等）を広域支援員として委嘱し、

依頼のあった市町村に派遣し、助言等を行う取組になります。これが、２年目で全市町村で

の地域ケア会議の立ち上げを実現した大きなポイントとも言えます。 

広域支援員派遣事業の実施主体は大分県で、申請者は市町村です。平成 28年度には計 41

名が登録され、大分県内で地域ケア会議を充実・強化する上での貴重な役割を担っています。 
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図表 20 広域支援員の活用例と派遣の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、司会者の養成に関しては、全市町村での立ち上げが終わった平成 26年度に、市町

村地域ケア会議レベルアップ研修を実施しました。研修開催の背景としては、地域ケア会議

を担当する市町村職員等のリハビリや口腔・栄養等に関する知識不足、人事異動による新任

職員の対応力向上という問題意識がありました。そこで、地域ケア会議を担当する市町村職

員や地域包括支援センター職員、職能団体を対象にし、90～120分の研修（講演）を計３回

実施し、地域ケア会議の充実を図りました。概要は図表 21のとおりです。 
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図表 21 市町村地域ケア会議レベルアップ研修（平成 26年度） 

回 日時 講師 内容 参加者数 

第１回 平成 26年 

８月 31日 

東京都健康長寿医療センタ

ー 

高齢者健康増進事業支援室 

室長 大渕 修一先生 

〈運動器関係〉 

「これからの介護予防

とケアマネジメント」 

251名 

第２回 平成 26年 

９月 23日 

大阪大学歯学部病院 

顎口腔機能治療部 

医長 野原 幹司先生 

〈栄養・口腔関係〉 

「多職種で支える 

摂食・嚥下リハ」 

197名 

第３回 平成 26年 

11月 15日 

医療法人財団千葉健愛会 

あおぞら診療所 

院長 川越 正平先生 

〈在宅医療関係〉 

「多職種のチームケア

で支える在宅医療」 

（仮題） 

216名 

 

 

図表 22 地域包括ケア推進大会の様子 
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（６） 住民への普及啓発 

住民への普及啓発に関しては、平成 24～25年度に、地域包括ケア広報キャラバン（県民

向けセミナー）を開催しました。地域包括ケア広報キャラバンは、市町村が行う一般介護予

防事業であり、この事業の中で講演や研修を行う際、県も一緒に参加し、介護予防体操を実

演しながら、県民への自立支援への理解を促しました。 

 

 図表 23 地域包括ケア広報キャラバン（県民向けセミナー）の様子（平成 24年度） 
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２ 山形県の事例 

 

【使用している用語について】 

¶ 自立支援型地域ケア会議（P.38 等）…市町村向け手引き、都道府県向け手引きで説明し

ている「介護予防のための地域ケア個別会議」に該当。 

 

¶ 広域支援員（P.40 等）…山形県においては、自立支援型地域ケア会議の立ち上げに関し、

厚生労働省が実施した「地域ケア多職種協働推進等事業（地域包括支援センター等機能

強化事業・広域支援員派遣事業）」で養成した「広域支援員」５名に関わってもらってい

る。５名中４名が地域包括支援センター所属の主任介護支援専門員で、１名が介護サー

ビス事業所の管理者（主任介護支援専門員）である。「広域支援員」は都道府県向け手引

きの中で説明している「アドバイザー」に該当。 

 

¶ コーディネーター助言者（P.40 等）…山形県においては、「広域支援員」や平成 27 年度

以降のモデル市町村において司会者を経験した方に、市町村の担当者が司会をする際の

助言者として、「コーディネーター助言者」としての役割を担ってもらっている。「コーデ

ィネーター助言者」は都道府県向け手引きの中で説明している「アドバイザー」に該当。 

 

（１） 立ち上げの経緯 

山形県では、埼玉県和光市・大分県の取組に着目し、県が主導のうえ、まずは県内の市町

村レベルに、多職種協働による高齢者の QOL の向上（自立）のための地域ケア会議（山形

県では「自立支援型地域ケア会議」と称しています）の運営手法を普及させることとしまし

た。 

そのため、先進的な取組を行っている埼玉県和光市・大分県から御指導をいただきながら、

平成 27 年度から自立支援型地域ケア会議の立ち上げ支援を開始し、平成 29 年度には県内

35の全市町村で開催することとしております。 

具体的には、まず平成 26年度にキックオフ研修会を山形市内で実施し、講演及び模擬地

域ケア会議を開催しました。その後、平成 27年度には、５つの市町をモデルとし（山形市・

鶴岡市・長井市・最上町・飯豊町）、地域ケア会議の立ち上げを本格化しました。 

平成 28 年度には、平成 27 年度のモデル５市町に加え、新規に 16 をモデル市町村とし、

地域ケア会議の拡大を図りました。 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

図表 24 地域包括ケアシステムモデル構築推進事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県の推進体系は「理解促進」「導入支援」「開催支援」の３つに大別されます。平成 27

年度以降は具体的には図表 25のような取組を行っています。

H26 H27 H28 H29

地域包括ケアシステム構築推進事業
自立支援型地域ケア会議の普及に向けたロードマップ

H27.2.5 6

672
※ ※
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図表 25 平成 27～28年度の地域包括ケアシステムモデル構築推進事業 

  普及啓発（理解促進） 研修（導入支援） 立ち上げ・専門職派遣

（開催支援） 

平

成

27

年

度 

全
市
町
村 

¶ トップセミナーの開催

（平成 27年８月／埼玉

県和光市より講師を招

き、首長等を対象にセ

ミナーを実施。） 

  

モ
デ
ル
市
町 

¶ 一般住民向けセミナー

（モデル５市町で、一

般住民を対象にしたセ

ミナーを実施。） 

¶ 先進自治体現地研修会（平

成 27 年６月／モデル５市

町職員と広域支援員が大

分県を視察。） 

¶ 実践研修会（平成 27年７・

８月／大分県より講師を

招き県内４ヵ所で地域ケ

ア会議を実践。） 

¶ モデル市町村への専門

職派遣（モデル５市町

に６の専門職（計 339

名）及び広域支援員を

派遣。） 

 

そ
の
他 

¶ 介護事業所向けセミナ

ー（平成 27 年９月／大

分県より講師を招き、

介護事業所を対象にセ

ミナーを実施。） 

 ¶ モデル以外の市町村へ

の専門職派遣（20 市町

村に専門職（計 110名）

及 び 広 域 支 援 員 を 派

遣。） 

平

成

28

年

度 

全
市
町
村 

  ¶ コーディネーター養成

講座（平成 28年５・10・

11 月／埼玉県和光市よ

り講師を招き、司会者

のスキル向上を目的と

した研修会を実施。） 

モ
デ
ル
市
町
村 

¶ 一般住民向けセミナー

（新規モデル市町村の

うち 13市町村で、一般

住民を対象にしたセミ

ナーを実施予定。） 

¶ 成果報告会（平成 29年

３月） 

¶ 導入実践研修会（平成 28

年６・７月／大分県より講

師を招き、県内４ヵ所で地

域ケア会議を実践。） 

¶ モデル市町村への専門

職派遣調整（モデル 21

市町に６の専門職（計

1,012 名）及びコーディ

ネーター助言者を派遣

調整。） 

そ
の
他 

 ¶ 先進自治体現地研修会（平

成 28 年７月／専門職とコ

ーディネーター助言者が

埼玉県和光市を視察。） 
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＜平成 27年度＞ 

平成 27年度においては、まず「理解促進」として、埼玉県和光市より講師を招き、市町

村の首長等を対象とした「トップセミナー」を開催するとともに、介護事業所、モデル５市

町の一般住民のそれぞれを対象としたセミナーを開催し、自立支援の考え方の浸透に努め

ました。 

 

「導入支援」としては、６月にモデル５市町（山形市・鶴岡市・長井市・最上町・飯豊町）

と広域支援員が大分県を訪問し、地域ケア会議を視察しました。その後、７～８月にかけて、

大分県より講師を招き、県内４ヵ所においてモデル５市町を対象に地域ケア会議の実践研

修会を行いました。 

「開催支援」としては、モデル市町を問わず、最大６名の専門職（薬剤師・理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・歯科衛生士）と広域支援員を派遣しました。ただし、

モデル５市町は毎月継続的に派遣し、モデル市町以外には、導入準備として試験的に派遣し

ました。 

 

＜平成 28年度＞ 

平成 28年度においても同様のスキームで、「理解促進」として、新規のモデル市町村の一

般住民を対象としたセミナーを開催し、自立支援の考え方の浸透に努めました。 

「導入支援」としては、７月に専門職とコーディネーター助言者が埼玉県和光市を訪問し、

地域ケア会議を視察しました。また、６～７月に大分県より講師を招き、県内４ヵ所におい

て新規モデル 13市町村を対象に地域ケア会議の実践研修会を行いました。 

 「開催支援」としては、21 のモデル市町村へ最大６名の専門職とコーディネーター助言

者を派遣しました。また、埼玉県和光市より講師を招き、司会者のスキル向上を目指したコ

ーディネーター養成講座を開催しました。 

山形県には 35 市町村ありますが、平成 27～29 年度の３年間で全市町村への立ち上げを

実現するための戦略ポイントとして、 

１ 多彩な研修の計画・開催 

２ 地域包括ケア総合推進センターとの連携による専門職の派遣 

３ モデル市町村の状況に応じた地域ケア会議の実践 

があります。 

 このうち、３点目の「モデル市町村の状況に応じた地域ケア会議の実践」について、山

形県内の市町村では、現在は試行期間ということもあり、地域ケア会議の開催は月１～２回

の開催が大半を占めています。使用する資料（様式）についても、各市町村が研修会で学ん

だことをベースにするものの、各市町村の状況に応じて試行錯誤し、柔軟に使用する資料

（様式）を変更・追加しています。 

山形県の地域ケア会議の立ち上げは現在進行中ですが、県が主導して短期間で立ち上げ

を実践・普及する姿勢は、今後地域ケア会議の立ち上げを支援していく都道府県にとって参
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考になると言えるでしょう。 

 

（２） 都道府県内の体制構築 

県庁内の体制としては、健康福祉部健康長寿推進課が中心となり地域ケア会議の立ち上

げ支援を行っていますが、地域ケア会議に参加する専門職・司会者への研修対応の主査が１

名、地域ケア会議を立ち上げる市町村対応（専門職等派遣を含む）の主査が１名で業務を進

めています。 

市町村対応の主査は県内で実施している地域ケア会議にも司会進行の補佐として関わり、

各市町村の地域ケア会議の立ち上げ・定着に尽力しています。 

 

図表 26 山形県の県庁内体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） トップ層に向けた働きかけ 

トップ層への働きかけに関しては、平成 27 年度に山形県内の全市町村の首長を対象にし

たトップセミナーを開催し、地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者の自立支援の取

組の重要性についての理解促進に努めました。 

・内容：和光市における超高齢社会に対応した地域包括ケアシステムの実践 

・講師：埼玉県和光市保健福祉部長 東内 京一 氏 

・参加者：391名 

 

（４） 助言者（専門職）の派遣 

助言者（専門職）の派遣に関しては、地域包括ケア総合推進センターを核として専門職の

派遣・調整を行っています。 
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図表 27 地域包括ケアシステム構築に向けた関係機関の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケア総合推進センター（昭和 63年より高齢者やその家族が抱える生活全般にわ

たる様々な悩みや心配事、各種福祉サービスに関する相談に応じるために昭和 63年に設置

した高齢者総合相談センターが前身（当センターは平成 26年度末で閉鎖）。専門職の派遣調

整の他、地域ケア会議の研修の開催、地域包括支援センターの支援、認知症関係研修の開催

を担う地域包括ケアシステム構築に向けた中核的機関の１つ）は、地域ケア会議への専門職

の派遣調整や、市町村職員、医療・介護の専門職等を対象とした各種研修を実施するため、

平成 27年に開設された機関です。 

この地域包括ケア推進支援センターが担う役割は 

¶ 専門職の派遣調整 

¶ 地域ケア会議の関係研修の開催 

¶ 地域包括支援センターの支援 

¶ 認知症関係研修の開催 

になり、職員は３名配置されています。このうち「専門職の派遣調整」について、本セン

ターが中心となって、各職能団体（薬剤師会・理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会・

栄養士会、歯科衛生士会）や県庁と連絡・調整を行います。 

山形県では現在、地域ケア会議に派遣調整する専門職は６職種（薬剤師・理学療法士・作

業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・歯科衛生士）としています。実際の派遣・調整方法と

しては、まず地区ごとの各専門職リストを各職能団体に提出してもらい、どの職種がどの地

地域包括ケアシステム構築に向けた関係機関の役割
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域にどの程度いるのかを県庁が把握します。その後、県知事名で所属長（医療機関等）、各

専門職個人、各職能団体に年度初めに派遣依頼を出します。こうして正式な派遣の仕組みを

整えた後で、地域ケア会議を開催したい市町村から依頼があった場合は、地域包括ケア推進

支援センターが仲介し、地域ケア会議の開催日と専門職のスケジュール調整を行います。セ

ンターの体制は前述のとおり３名ですが、この調整は１名が主に担当しています。 

センター内では専門職の派遣調整会議を開催しており、専門職能団体とコーディネータ

ー助言者が一堂に会します。ここでは、地域ケア会議のみならず、総合事業の展開等幅広い

意見交換を実施しています。 

 

（５） 司会者（市町村）の育成 

司会者の育成に関しては、「（導入）実践研修会」「コーディネーター養成研修」を行い、

地域ケア会議において、適切な司会進行等を行うことができる職員の育成を行いました。各

研修会の実施概要は図表 28のとおりです。 

 

図表 28 研修会の実施概要 

実施年度 研修名 対象 研修内容 講師 参加者 

平成 

27年度 

実践 

研修会 

モ デ ル 市

町、専門職

等 

自立支援型

地域ケア会

議の実践 

大分県杵築市福祉推進課長 

江藤 修氏 

延べ 

347名 

平成 

28年度 

 

導入実践 

研修会 

新 規 モ デ

ル市町村、 

専門職等 

自立支援型

地域ケア会

議の実践 

「専門職の助言の視点」 

大分県( 株) ライフリー  

代表取締役 佐藤 孝臣氏 

「自立支援型地域ケア会議

について」 

大分県杵築市福祉推進課長 

江藤 修氏 

延べ 

394名 

コーディ

ネーター

養成講習 

全市町村、

地 域 包 括

支 援 セ ン

ター等 

模擬事例に

よる地域ケ

ア会議の演

習等 

和光市西地域包括支援 

センター  

センター長 西山 隆氏 

和光市中央地域包括支援 

センター センター長  

川渕 由美氏 

延べ 

255名 
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このような派遣・調整方法を採用していることから、山形県では、同じ専門職が毎回同じ

市町村の地域ケア会議に参加するとは限りません。そのため、地域ケア会議の参加経験が少

ない専門職のみで助言者が構成されないように、６職種のうち最低１名は経験のある専門

職が配置されるような調整を行っています。 

 

図表 29 専門職の派遣計画表（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル事業初年度については、派遣費用は県が負担し、地域ケア会議１回につき謝金及び

旅費を支払うこととしています。 

 

  

（様式9-1）自立支援型地域ケア会議開催計画表（市町村別） 【〇〇町】

派遣希望
専門職

no. 1 2 3 4 5 6 7 8

日付 8/18 9/27 10/20 11/17 12/20 1/19 2/16 ／

時間
13:00
～

15:00

13:00
～

15:00

13:00
～

15:00

13:30
～

15:00

13:30
～

15:00

13:30
～

15:00

13:30
～

15:00

○○:○○
～

○○:○○

会場
〇〇町保健
福祉センター

〇〇町保健
福祉センター

〇〇町保健
福祉センター

〇〇町保健
福祉センター

〇〇町保健
福祉センター

〇〇町保健
福祉センター

〇〇町保健
福祉センター

住所
〇〇町大字
××1-1

〇〇町大字
××1-1

〇〇町大字
××1-1

〇〇町大字
××1-1

〇〇町大字
××1-1

〇〇町大字
××1-1

〇〇町大字
××1-1

検討ケース数 2 2 2 2 2 2 2 

1 薬剤師 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 管理栄養士 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

3 歯科衛生士 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎

4 理学療法士 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 作業療法士 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 言語聴覚士 〇 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇

－
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
助言者

◎ ◎ ◎

※ゴシック体の◎表示は、H27年度からの継続専門職等
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（６） 住民への普及啓発 

住民への普及啓発に関しては、平成 27～28年度共に、一般住民向けのセミナーの開催を

支援しました。平成 27 年度はモデル５市町の一般住民を、平成 28 年度は新規モデル市町

の一般住民を対象に、地域づくりによる介護予防推進事業の実演などとともに、県庁職員等

が講師となる形で開催しました。 

セミナーの流れとしては、まず、セミナーを実施する市町村職員が、その市町村の状況（高

齢化率、介護給付費、介護保険料等）を説明した上で、介護保険制度の理念（自立支援と重

度化防止）、国民の努力義務（セルフケア）といった全体像を説明しました。その後、山形

県の職員等が講師となって、介護予防体操、減塩料理、認知症予防といったプログラムを行

いました。 

これまでの介護予防教室との違いは「介護保険制度の理念や国民の努力義務を説明する」

ことになります。市町村がこのような姿勢を示すことが規範的統合につながるという目的

の下、セミナーを進めました。 

  

図表 30 一般住民向けセミナーの様子（平成 27年度） 
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３ 埼玉県の事例 

 

【使用している用語について】 

¶ 自立支援型地域ケア会議（P.47 等）…市町村向け手引き、都道府県向け手引きで説明し

ている「介護予防のための地域ケア個別会議」に該当。 

 

¶ コーディネーター（P.48 等）…埼玉県においては、地域ケア会議の司会者のことをコー

ディネーターと呼び、平成 28 年度自立促進モデル事業においては、埼玉県和光市より派

遣されている自立支援型地域ケア会議の司会経験者を「コーディネーター」と呼ぶ。「コ

ーディネーター」は、都道府県向け手引きの中で説明している「アドバイザー」に該当。 

 

（１） 立ち上げの経緯 

埼玉県では、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）に向けて働き手が大き

く減少し、後期高齢者が急激に増える中で、「地域ごとの包括的なサービス提供体制を構築

する必要がある」といった危機感を首長自らが持ち、地域包括ケアシステムモデル事業がス

タートしました。地域包括ケアシステムモデル事業は、自立促進・介護予防・生活支援の３

つの事業で構成され、このうちの自立促進モデル事業の中で、埼玉県和光市における地域ケ

ア会議の手法を用いた自立支援型地域ケア会議の立ち上げ支援を展開しています。 

 

モデル事業の全体像は図表 31のとおりです。モデル事業の実施市町村は４市町（新座市・

蕨市・羽生市・川島町）ですが、このうち、平成 28年度は新座市・川島町の２市町におい

て地域ケア会議の立ち上げ支援を行いました。 

 

図表 31 地域包括ケアシステムモデル事業の全体像 
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図表 32 平成 28年度自立促進モデル事業の実施概要 

対象 平成 28 年度実施内容 実施時期 

モデル市町

村 

（新座市・

川島町） 

自立支援型地域ケア会議 

立ち上げ支援 

モデル市町に対し、多職種か

ら成る自立支援チーム（コー

ディネーター（司会者）・理学

療法士・作業療法士・薬剤師・

栄養士）を派遣し、地域ケア

会議の立ち上げを実施。 

平成 28 年６

月～平成 29

年３月 

モデル市町

村以外 

自立支援型地域ケア会議 

派遣専門職研修 

薬剤師及び栄養士の各職能団

体に対し、研修を実施。 

平成 28年 10

～11月 

自立支援型地域ケア会議 

コーディネーター研修 

モデル市町村以外の市町村に

おいて自立支援型地域ケア会

議の運営ができるよう、司会

者養成研修を実施。 

平成 28年 10

月 

自立支援型地域ケア会議 

効果検証 

効果検証に必要なデータの収

集や事業効果の「見える化」

のための指標を作成。 

平成 29 年１

月～３月 

自立支援型地域ケア会議の

運営マニュアル作成 

モデル市町村以外の市町村へ

の展開を見据えた運営マニュ

アルを作成。 

平成 28 年 10

月～平成 29

年３月 

住民向け普及啓発ツール 

作成 

住民に「自立支援」に関する

わかりやすい啓発ツールを作

成。 

平成 28 年 12

月～平成 29

年２月 

 

平成 28 年度には、モデル市町において６月から立ち上げ支援を開始し、年間 10 回地域

ケア会議を実践しました。モデル市町に対し、５人の自立支援チーム（コーディネーター（埼

玉県和光市）・理学療法士・作業療法士・薬剤師・栄養士）が派遣され、地域ケア会議に参

加し、助言を行いました。この５人の調整に関しては、年度初めに埼玉県担当者が、モデル

事業の趣旨説明のために各職能団体を訪問し、理学療法士・作業療法士については地域リハ

ビリテーションケアサポートセンターの枠組み（P.52）で、その他の職種については、地域

包括ケアシステム支援人材バンクの枠組み（P.51）で派遣調整を行いました。また、県医師

会にもモデル事業の開始にあたり、埼玉県担当者が訪問・説明を行いました。 

 

年間 10回のうち、６月の第１回には講師を招き「保険者（自治体）機能と地域ケア会議

のあり方について」のタイトルで講演を実施しました。その後は、埼玉県和光市から派遣さ

れたコーディネーターの助言の下、地域ケア会議が実践され、検討ケースも徐々に増やしま

した。また、両市町共に、近隣市町村に地域ケア会議の開催についてアナウンスをして傍聴
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者として参加する形をとり、自立支援の考えがモデル市町以外にも浸透するような工夫を

行いました。平成 29 年１月からはコーディネーターを交代し、モデル市町の職員が担い、

埼玉県和光市からのコーディネーターは司会進行に係る助言を行うため、引き続き地域ケ

ア会議に参加しました。 

 

平成 29年度は、他のモデル市町（蕨市・羽生市）についても、地域ケア会議の立ち上げ

支援を行います（平成 28 年度から立ち上げを行った新座市・川島町の２市町は引き続き、

地域ケア会議の立ち上げ支援を行います）。 

 

図表 33 地域包括ケアシステムモデル事業の進め方 

 

 

 埼玉県における取り組みのポイントは、地域ケア会議のコーディネーターなど先進市で

ある埼玉県和光市のバックアップと、市町村の様々な状況に応じた県担当者のきめ細かな

支援が挙げられます。 

 地域ケア会議の立ち上げ支援は現在進行中ですが、埼玉県和光市の取り組みを丁寧に実

践・普及する姿勢は、地域ケア会議を立ち上げた後、各市町村で自立的に地域ケア会議を定

着する上では参考となると言えるでしょう。 
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（２） 都道府県内の体制構築 

埼玉県では、前述のとおり「2025年（平成 37 年）に向けて働き手が大きく減少し、後期

高齢者が急激に増える中で、地域ごとの包括的なサービス提供体制を構築する必要がある」

といった危機感を首長自らが持ち、地域包括ケアシステムモデル事業がスタートしました。 

トップの理解があったとはいえ、都道府県は介護保険における保険者ではないため、県が

取組を進める上では、担当課以外の関係課への説明・理解が必要になります。これらに対し

ては、今後人口構造が変わる中で介護費用、各市町村の保険料がどのように増加し、それが

県の財政にどのような影響をもたらすのかについて試算し、客観的な数値を見せ、共有する

ことで理解を求めました。 

事業の実務は、地域包括ケア課が担当しています。前述した地域包括ケアシステムモデル

事業のうち、「自立促進」「介護予防」「生活支援」のそれぞれに担当者を配置し、連携をと

っています。 

 

（３） トップ層に向けた働きかけ 

埼玉県においては、平成 28年度より自立促進モデル事業の中で、本格的な地域ケア会議

の立ち上げ支援を開始していますが、事業開始以前の平成 26年度より継続的に、地域ケア

会議に関係するセミナーを実施し、各市町村の管理職・首長への働きかけを行っています。 

このように前年度からトップ層への理解を求め、事業開始の土台を作っておくことは、立

ち上げをスムーズに行う上では重要だと言えます。 

 

図表 34 平成 26年度以降のトップセミナーの開催状況 

時期 セミナー名 対象 講師 主な内容 
平成 26 年
７月 

市町村職員管
理職 
研修会  

市町村職員 
管理職 

埼玉県 
和光市 

地域包括ケアシステム構築にあ
たっての市町村の役割 

平成 27 年
５月 

市 町 村 管 理
職・地域包括
支援センター
長 
合同研修 

市町村管理職・地
域包括支援セン
ター長 

埼玉県 
和光市 

 
 
東京都 
稲城市 

地域包括ケアシステム構築にお
ける市町村の役割と地域包括
支援センターとの連携 
 
稲城市介護予防・日常生活支援
総合事業  ～円滑な移行と実
施状況について～ 

平成 27 年
11 月 

トップセミナ
ー 

市町村首長・ 
管理職 

厚生労働
省保険局
総務課長 

地域包括ケアとこれからの医
療・介護 

平成 28 年
５月 

市 町 村 管 理
職・地域包括
支援センター
長 
合同研修 

市町村管理職・地
域包括支援 
センター長 

埼玉県 
和光市 
 
 
 
 
千葉県 
松戸市 
 
 

地域包括ケアシステム構築にお
ける市町村の役割と地域包括支
援センターとの連携 ～計画策
定プロセスにおける課題解決手
法を中心に～ 
 
地域包括ケアシステム構築に向
けた松戸市の取組 ～地域包括
支援センターの機能強化を中心
に～ 
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（４） 助言者（専門職）の派遣 

助言者（専門職）の派遣に関しては、埼玉県には、以下の２つの派遣の仕組みがあります。

自立促進モデル事業においては、それぞれのモデル市町に対して、５人の自立支援チーム

（コーディネーター（埼玉県和光市）・理学療法士・作業療法士・薬剤師・栄養士）が派遣

されましたが、専門職についてはこのスキームに則って派遣を行っています。 

 

１ 埼玉県地域包括ケアシステム支援人材バンク（療法士以外の派遣） 

 ■概要： 

   各市町村等が効果的に地域ケア会議を実施できるよう、専門職等を県に登録し、地

域ケア会議に派遣するもの。 

 ■登録者（平成 29年２月現在）： 

  ・一般社団法人 埼玉県薬剤師会（薬剤師） 

  ・公益社団法人 埼玉県栄養士会（管理栄養士、栄養士） 

  ・埼玉県精神保健福祉士協会（精神保健福祉士） 

  ・埼玉弁護士会 高齢者障害者権利擁護センター運営委員会（弁護士） 

  ・埼玉司法書士会（司法書士） 

  ・和光市保健福祉部長寿あんしん課（コーディネーター） 

  ・埼玉県地域包括ケア課（研修講師） 

   ※ リハビリテーション専門職の派遣については次頁を御参照ください。 

 ■派遣申込方法： 

   以下のフロー図のとおり。 
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Ḳ
וֹ לּ ︣ ḭ ể ︡ Ḯלּ

Ḳ
ḭ ︣ Ḯ

Ḳ
︣ ḭ ︡ Ḯ

ẑ ṇ ḭ ︢ ︡ Ḯ

ḱ Ḳ
וֹ ḭ Ḯלּ

ḭ Ễ Ḯלּ

ḱ Ḳ
וֹ ḭ ︡ḭ ︣ Ḯ

ẑ ︣ ḭ ṇ ︣ Ḯלּ

 

 

２ 地域リハビリテーションケアサポートセンター（療法士の派遣） 

 ■概要： 

   高齢者等に対しリハビリテーションサービスがより身近な地域で適切に提供され

るよう、療法士を地域ケア会議に派遣するなどして医療機関が中心となって市町村

に対する支援体制を整備するもの。 
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 ■登録者： 

  ・理学療法士 

  ・作業療法士 

  ・言語聴覚士 

 ■派遣申込方法： 

  ①以下のケアサポートセンターに派遣依頼・申込みを行う。 

  ②ケアサポートセンターが各圏域の協力医療機関へ派遣を依頼する。 

  ③当該協力医療機関からリハビリテーション専門職が地域ケア会議に派遣される。 

 ■ケアサポートセンター（平成 29年２月現在）： 

  ・戸田中央リハビリテーション病院（南部圏域） 

  ・富家病院（南西部圏域） 

  ・春日部厚生病院（東部圏域） 

  ・さいたま市民医療センター（さいたま圏域） 

  ・上尾中央総合病院（県央圏域） 

  ・霞ヶ関南病院（川越比企圏域） 

  ・圏央所沢病院（西部圏域） 

  ・行田総合病院（利根圏域） 

  ・関東脳神経外科病院（北部圏域） 

  ・清水病院（秩父圏域） 

   ※ （ ）内は各センターが担当する二次医療圏域 

 

専門職の養成に関しては、自立促進モデル事業の中で、自立支援という観点からの職能団

体における研修が十分実施されていない背景を踏まえ、専門職研修（薬剤師・栄養士）を行

い、地域ケア会議において、適切な助言・指導等を行うことができる専門職の育成を行いま

した。 

 

図表 35 専門職養成研修の実施概要 

 

当日の進め方は図表 36のとおりです。講義と演習（個人ワーク・グループワーク）を組

み合わせ、それぞれの専門職の立場で地域ケア会議にどのように関わるかについての理解

を深めてもらう構成になっています。 

 

職名 日時 会場 参加者数 

薬剤師 10/23（日） 

13:00 ～ 16:30 

埼玉県勤労者福祉センター 

ときわ会館 大ホール 

73 名 

栄養士 11/５（土） 

13:00 ～ 16:30 

埼玉県建産連研修センター 

200会議室 

46 名 
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図表 36 専門職養成研修のプログラム（薬剤師研修の場合） 

次第 時間 テーマ 講師 

開会 13:00 
 

 

埼玉県 

挨拶 

13:00～13:05 自立支援型地域ケア会議について 埼玉県 

講義① 13:05～14:05 

（60分） 

和光市における地域包括ケアシステム

の実践 

・ マクロの計画策定 

・ ミクロのケアマネジメント支援 

～地域ケア会議を活用して～ 

和光市 

 

  地域ケア会議の実際 

（DVD 視聴） 

 

講義② 14:05～14:45 

（40分） 

地域ケア会議における専門職の役割と

助言のポイント 

・ 介護保険法から薬剤師アドバイザ

ーの役割を考える 

・ ICF から在宅医療に必要な支援に

ついて考える 

・ 薬剤師が生活者である患者を在宅

で支援するには 

有識者 

休憩 14:45～14:55  

演習 

グループ 

ワーク 

14:55～16:20 

（85分） 

事例を用いた演習 

（問題点の抽出、課題の整理、助言の

視点、助言の内容） 

・個人ワーク  

・グループワーク 

・発表 

総括 16:20～16:30   

閉会 16:30   
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（５） 司会者（市町村）の育成 

司会者の育成に関しては、自立促進モデル事業の中で、県内４箇所で市町村及び地域包括

支援センター職員を対象にコーディネーター養成研修を行い、地域ケア会議において、適切

な司会進行等を行うことができる職員の育成を行いました。 

 

図表 37 コーディネーター養成研修の実施概要 

場 所 日 時 会 場 参加者数 

熊谷 
10月３日（月） 

10:00 ～ 16:45 
熊谷商工会議所 ２階大ホール 52名 

さ い た ま 

新都心 

10月 14 日（金） 

 9:30 ～ 16:15 
埼玉県農業共済組合会館 401 A＋B 68名 

川越 
10月 17 日（月） 

10:00 ～ 16:45 
ウェスタ川越 多目的ホール（C.D） 93名 

大宮 
10月 24 日（月） 

10:00 ～ 16:45 
JA 共済埼玉ビル A 会議室 73名 

   計 286名 

 

参加者はモデル市町に限らず、県内全ての市町村に呼びかけを行い、地域包括支援センタ

ーと一体的に参加する形をとりました。 

当日の進め方は図表 38のとおりです。講義と演習（個人ワーク・グループワーク）を組

み合わせ、研修の最後（演習４）に地域ケア会議の参加者の役を決めて、地域ケア会議を模

擬的に行い、参加者に自立支援型地域ケア会議を実感してもらう構成になっています。 
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図表 38 コーディネーター養成研修のプログラム 

時間 項目 内容 ねらい 担当 

９:59～10：00 開始前説明 ẇ 諸注意等 事務局  

10：00～10：05 

 

埼玉県挨拶 ẇ 事業のねらいなど 
埼玉県 

10：05～10：45 

 

自立支援型ケア

マネジメントの

考え方とプラン

作成（講義） 

ẇ 因子分解 個人因子 環境因

子を利用して課題抽出 

ẇ 生活機能評価の見方 
講師 

10：45～10：55 休憩   

10：55～11：25 演習１ ẇ W 氏の事例を利用して因子分

解表を作成 

講師 

（個人ワーク） 

11：25～12：00 （グループ内で共有） （GW） 

12：00～13：00 昼食休憩   

13：00～13：40 地域ケア会議の

事前準備と開催

（講義） 

DVD 視聴（20分） 

ẇ 地域ケア会議の事前準備と開

催 

 

ẇ DVD で地域ケア会議のイメ

ージを伝える 

講師 

13：40～14：10 演習２会議前の

準備 

ẇ H 氏の個人因子環境因子アセ

スシート、生活機能評価作成 

講師 

（個人ワーク） 

14：10～14：15 休憩   

14：15～14：45 

 

演習３会議前の

準備 

ẇ 演習２で整理されたものを包

括内で GW 

ẇ 課題目標の妥当性を確認  

講師 

（GW） 

14：45～16：30 

 

演習４会議当日 

 

ẇ 役を決めて地域ケア会議のコ

ーディネーターを経験する 

ẇ 30分の会議×２回＝60分 

ẇ ３回目は代表グループ２つに

よる発表 30分＋意見交換、講

評（15 分） 

講師 

受講者 

16：30～16：45 振り返り ẇ 以下の点について発表 

研修で気づいた点 

明日から取り組めそうな点 

講師 

受講者 

16：45 閉会  事務局 
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（６） 住民への普及啓発 

住民への普及啓発に関しては、自立促進モデル事業の中で、住民に自立支援の大切さなど

についてイラストを用いて平易に説明する啓発用パンフレットを作成しました。 

パンフレットの構成は、「地域包括ケアシステムの説明」「事例（N さん）紹介を通じた自

立支援の考え方の説明」「自己診断チェックシート」の３本立てとなっています。埼玉県ホ

ームページに掲載し、各市町村が今後自立支援の考え方を住民に説明する際のツールとし

て活用することを意図しています。 

 

図表 39 住民向け普及啓発ツール 
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